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今日一殻に見られる森林評価理論の体系は前世紀の半ば頃，既に一応まとまった形でドイツにお

いて展開されたものと大同小異であると見ることが出来る。その発展の背景としてはドイツにおい

て当時既に合理的な森林経営を行なう必要が高まっていたと言う社会的情説があったのである。従

って森林評価論は森林経営論の一環として展開されたと言うことが出来る。 ともかく当時のドイツ

は森林評価理論にとって先進国であったのである。

森林評価理論の発展を一般不動産評儲理論のそれに対比してみるならば，評{高理論が森林或は林

業において最初展開されたのは，森林生産ないし林業生産が他の生産と比較して極めて長期を要す

ると雪う， まさに森林の特性そのものに起因したと見られるのである。

そしてこの評価理論がその後，産業の高度化等と共に一般不動濯の評備やその理論に大きい影響

を及ぼして来たと見ることが出来る。

森林評価理論は早くから一応の展開をみ， その後.， 1世紀以上に亙る激しい論争にも拘らず， そ

の発展のテンポは極めて遅々たるものがあったと言わなければならない。 と言うよりも先進国たる

ドイツにおいでさえ近年はむしろ経験が重視され，理論の面において相当の遅れをとるに至ったと

さえ雷われているほどである剖}。

これに対して， 一般不動産の評儲理論は特に米圏において， そして又特に近年においてむしろ急

速に新しい展開を見せている問。我屈の場合は18態依然たるものがあり，「今こそ鑑定評価理論の再

検討と新展開をJ 回)としきりに業界でも要望されているのが現状であると言えよう。

森林評価は以前とは逆に一般の評価理論を摂取しつつ森林の特性を踏まえて積極的に再検討され

なければならず， その理論の体系化ないしその整備がはかられねばならないと言えよう。

ともあれ， 今日，我闘では特に従来からの森林評価論は大きなデッドロックに乗り上げたかのよ

うな状況であると見られているであろう。それは森林の収益性ないし育林業の採算性の大巾な低下

と言う現況に於いて，従来の森林評価理論はこれに対応しきれなくなったと見られているからであ

る。そうであれば従来の森林評価理論はこれを放棄し，全く加のものが構想されるべきであろうか。

注 1)F. Kat6 : Aufgaben und Probleme der Waldbewertung in Theorie und Praxis， Allgemeine Forst Zeitschrift 
40. Jahrgang 25. Mai 1985， NR. 21， p.511~515 

F. Kat6氏は次のように言っている。

「森林評価の方法は森林経営経済学に潟しその手段として役立つもので……理論と実際は協力して進まねばな

らない。…ーところが多くの点でうまく行っていない……森林評価においては早くから、公式。の役界が支記

的であったが，今日では、表かの役界が支配的となっている。多くの表は単に経験に基礎を霞いたものであり，

その理論は，今臼の森林評価においては相当に遅れをとっていると WilhelmMantel氏も言っているJ と。

注 2)Richard C. Wolcott : The Appraisal of Real Estate ged. 1987 
注 3)i現在，不動産の評価理論に婆請されているものは，実践論的な価値論の確立と， 1議題たる公準の上に立った方

式論の整備である」文(8)p.362 
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もし然りであるとしても，その可能性の有無は全く定かではなく，恐らくは多少の可能性を見出

すことさえ容易なことではなかろう。それ故それを試みる前に先ずなすべきは従来の理論や方法論

を今一度総点検してみることであろう。

従来の林地・林木・森林などの諾評価方法について，それが現在の状況に対応し切れないとされ

る理由についてその当否を詳細に検討するならば，そして更に官制面の諸方法を体系付け，その相互

関連性を明確にすることによってその本質を明らかにするならば，それは現在の状況にも或程度耐

えられるものとなるやも知れず，そして又それは今後益々重要牲を増すであろう森林環境評備の基

礎理論の形成をも容易にする結果となるかも知れない。

それは少くとも充分検討に寵するもののように患われる。本稿はそのような意図によって行われ

た森林評錨論再生の一つの試みに外ならない。なお，本稿は著者が「林業技術ハンドブックJ (全国

林業改良普及協会発行1022ページ)において分担執筆した「林地と林木の評価J (第 l章VII)で述べ

足りなかった点について大巾に加筆したものであることを前記する。

日 評価目的と方式

1. 森林の評価とその詩的

森林は未実現(未販売)の市場経済的価値(留別的経諦価値)を持つ経済財であり，又その多く

は問時に非市場経済的価値(社会的公益儲値又は外部経済価値)を持っており，それ故，それは公

共財的でもあると言える。ー殻に森林・林木・林地の評価は，その市場経済的価植のみの評価を目

的として行なわれている。しかし公共機関等においては政策立案上から公共財もしくは環境財とし

ての森林の社会的公益儲髄の評価を自的制として行われることもある。

市場経済的儲髄の評価では可及的充分なる競争を前提とする市場経済における「正常価格」凶を

求めるのが一般的であるが，特定の条件下の，従って不充分な競争を前提とする市場経済における

iIT良定価格J (ないし「特定価格J) を求める特殊な場合もある。前者は「客観的評儲J，後者は「主

観的評儲」と言われることもある。

「眼定価格」を求める場合の例として，評価対象林地の需要者が隣接林地の所有者であると言う

特殊な場合郎ち「一体利用J を前提とする被併合部分の評価，「特定価格J を求める場合の例として

保安林に指定されて公共または公益の目的に供されている森林の評髄等々各種あるとされているoM)

森林の評儲に当つては，評髄対象を面積・蓄積・林分構造・権利関係等々について暁確に把撞す

注4)i評舗はあるEI的を遼成するために笑施するものであって，無EI的な評価はあり得なしり(鑑定評価のアロンテ

ィア まえがき)。

注 5)不動産銭定評価基準において正常価格とは「合理的な富也市場」で形成されるであろう価格を言うと定義され

ている。換言すれば市場統治jがなく，市場の事情に充分通じ，そして特別な事情にない多数の露要者や供給者

が存在し，またそれらは同震の市場人として行動するなどと言うような不動産市場で形成される価格とぎうこ

とになろう。そうであれば経済学上の理想概念であるいわゆる完全競争市場に近いものと言うことになる。し

かし林地や林木のような自然的特性に制約された不動産ないし務不動漆は本来的にこのような完全競争市場を

形成することは出来ない。そこで森林評価の場合は， i正常価格概念」を拡援して，森林の特性に義づく不完全

競争市場であって，経済主体に同質伎が欠け，資金翠や情報室主において較差のある市場人によって構成されて

いるなどの市場における価格も正常傭格に含めることとなる。
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べきは当然であるが，その評価目的とその条件を明確に認識・把握することが先ず必要なことがら

である。

2. 森林評舗の方式

一般に評価方式の基本的なものとしては，原価，収益，比較の 3方式が挙げられている。森林評

価においても同様であるが，森林特に林木の特性から 3方式の他にそれらのうちいくつかの組合わ

せによる「折衷方式」が考えられている。

これらの各方式は何れも林地，林木，或は森林の評価において，又市場経済的評価のみならず，

非市場経済的評備においても原理的には存在し得るものであり，それぞれの目的に応じて適切に選

択され適用されるべきものである。

(1) 評舗の 4方式

林地・林水などの評価において，その市場経済におげる客観的な交換価値にもとずく市場価格に

アプローチしようとする場合，従来「原価方式J，r収益方式J，r比較方式」の 3方式が考えられて

来たが，これに新らたに「折衷方式」を加えて， 4方式とする意味について考えよう。

一般に「折衷方式J と言う場合，少くとも表面上(字句上)からは，それはニ次的或は爵次的な

方式として位寵付けられ，それ故，基本方式としては，あくまで従来の 3方式と見られるであろう。

しかし，基本方式とされる 3方式も次項にみるように決して別個独立して棺互無関連に存在する

ものとは雷い難く，詳細にみるならば，そこには相互関係もあり，むしろ見方に依ればその中にも

最も基本的にして主たるものと，然らざるものなどの葉異を認めることが出来よう。この点を措い

て3方式を従来(以前)のように問じウエイトのもとに並列する聞のであれば，「折衷方式」の 3方

式に劣らない重要性にかんがみて，ここではひとまず併列的に 4方式とすることは便宜的には勿論，

論理的にも認められるところであろう。

( 2 ) 評価の 4方式の相互関連性

従来の評価の 3方式は今まで多くの場合においてそれぞれは別個独立の，そして相互に無関連の

方式とみられて来たと言ってそれ寝間違いはないと蓄えるであろう。

ところが評価の主目的である「市場経済を前提とする客観的交換価値にアプローチする評価額J

注 6)不動産鑑定評価基準におりる「限定餓格J の主主義は次の通り。

「限定価格とは不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する擦の分割に基づき，不動

産の側伎が市場儲健司を議離することにより，市壌が棺対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定

に基づく経済価値を表示する適正な側格を言う」又「特定価格」と言う概念も義準では認めており，客観的に

合理約と認められる特定の条件が付された場合に，これに即応する価格を求めることができる場合があるとし

ている。

公共又は公益の目的に現に供されている不動産についてその状態が存続することを荷提として行なう鐙定評価

もこのような不動産については流遜市場を考えることが出来ないのでこれに類するとされている。(解説不動

産量鑑定評価萎準 p.68~70) 。

これについて，一体利用のこと地の市場価値と量産も，それはその場合の正常価格と見るべきとの見方もある。

注 7)新しい不動産鑑定評価義準では次のように言っている。

「評価方式の適用にあたっては……原民社として原価方式，比較方式，及び収主主方式の三三方式を併用すべきであ

り………J として 3方式の併用を強く主張している。このことを，ここでは「同じウエイトのもとに並列」と

表現している。
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と言う 1個の価額を求めようとする限り， 3方式は全く別個独立のものとして存在しそれぞれの方

式による 3個の評価額を認め得るものではなく，叡益方式は勿論であるが，藤価方式でも，又比較

方式であっても，誼接関接等程度に大小はあっても，評価対象の林地や林木の生みだす将来収益と

根底において関連性を持つものであり，又持たざるを得ないと言う点、を見逃しではならない。凶

すなわち，まず「収益方式」をみると，これは言うまでもなしまさに「将来収益J と直接関連

性をもつものであることは当然であり，最も基本的な方式と雷うべきものであり，地価や林木を根

底に逆のぼって説明し得る最も論理的な方式であると雷えよう。ただこの場合の将来収益は基本的

には最終的に評価当事者個人の単独的・自力的な判断による予測に基くものと言う意味で収益方式

はまさに直接的な方式と言い得るであろう。

次に「原価方式J についてみれば，この方式は「収益方式」と対立するもののように解され，更

に収援との関連性を持たないかのよう見られることもあるが，必ずしもそうではない。例えば育成

原舗の投入についてみると，それは少くとも当初においてはそれに依ってもたらされ産出される立

木売上収益に意識的であれ無意識的であれ見合うものとして造林者によって単独で旦つ自力的に行

われたと晃られるから，当然，その時点、では両者は関連性を持っていたはずである帥)。

しかし，そこにはその関連性が稀薄化し，直に逆転せしめる知き問題の生じる原因がいくつか存

在していることを知らなければならない。

1つは育成原備の投入時点と立木売上収益の産出時点との聞の期間が極めて長期であることに依

る。仮りに藤儲投入の時点において原価と収益との聞に一定の関連性を有していたとしても，その

長期間の間には立木価格の変動等々により，その関連牲に変動を生じ易いこと，又その期間におい

て立木の成育状態が種々の原国によって変化(特に被害などに依って懇イ七)し易いこと，更に雷え

ば藤価投入の時点に於いてさえ実際上は結果的にみると，育成原価は地位・地利の良い林分では比

較的少額で済み易く，反対に地位・地利の悪い林分では比較的多額となり易いこと，などの開題が

ある。

このような理由で，原備方式で「市場傭格としての林木評儲額」を追求しようとする限り，投入

震個によってもたらされるべき立木先上収益に対応して，その評価時点、において偶者の関連性を少

くとも最小摂度において閥復するため，原価そのものを修正せざるを得ないのである。

以上のような意味で原価方式と難も，将来収益と関連性を持つことになるのは明らかである。

注 8)この隠の関係については次のように説明されることがある(文献8.p.41) 

'3方式といっても笑は比較方式と投資燦漫に基づく方式(原価方式と収益方式)が対援されるのである。比

較方式は方式8体には原理が含まれないが，現実の市場が投資原理によって動いているのであれば，間接的に

投資源裂が反映される。もっとも，現実の経済活動は計裁可能な投資活動だけで成り立つものではなく，非投

資活動も含まれるので，そこに比較方式の普適性と独自性が見出されるりと。

注9)確かに損失補償の観点から行なわれる過去の笑際投資額としての評価額算出の場合や投資計算(管獲会計)の

場合には，原価法(方式)はそれなりの窓事長を持つ。ただしこの場合の評儲額は「仮定価格」と見るべきで，

一般的な交換価値額としての市場価格と言う;意味の評価額ではない。この点に調達して次のように説かれる(文

8， p.244)。
「原鏑方式の独立伎は原理的に否定される j ，原餓方式は比較方式やi反主主方式のように，それ自体完結伎をもっ

評価方式とみるには多くの難点があるものの，他の 2方式を補完し代用する機能を活用することによって，現

在の銭定評価における……副次的な手法となしうるのであって，…ーその夜効性と限界についての正しい濠鮮

をもたなければならないのではなかろうか」と。
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又，「比較方式」についてこの点をみれば，この方式が「価格によって髄格を説明せんとするもの」

で論理性に乏ししまた評価上ムードに流され易いものとされるけれども，この方式の評価方式と

しての譲り所がないわけではない。それは多くの取引事例jにおいて多くの人々の判断によって将来

収益が考慮、され，市場経済において結果として市場価格が成立したものとみることが出来るのであ

り，評価個人の判断によるよりは，多人数の判断の結果をこそ重視すべきであろう，とするところ

に在るであろう。

この意味でまさに間接的且つ他人依存的(他力的)なものであるが，比較方式もまた将来収主主と

はこの意味で関連性を持っていると言うことが出来よう。(ただし，多人数の判断が常に正しいとは

眠らないことは今更言うまでもない)。

このように 3方式とも程度の差や関連性に悲はあっても，ともかくも将来収益に関連性を持つこ

とは明らかであるから， 3方式のうち何れかの 2方式を折衷する第4の方式たる「折衷方式」もま

た将来収益に関連するものである。と言うよりはこの方式の構成からみてむしろより多くの関連性

を持つものと言うことが出来，この意味で霊要性をより多く持つ方式と言えるであろう。

以上のように，評価方式としては 4方式が存在し得ると言えるが，評価の一般的な自的は「競争

的市場経済における客観的な交換傭値としての市場価格にアプローチしようとするもの」であり，

その場合は本文でも説明するように， 4個の方式はそれぞれ多かれ少なかれ，もしくは直接間接の

相異はあっても，将来に亙るi院議に関連せざるを得ない。この意味で， 4方式はそれぞれ全く独立

的に無関連に存在し得るものではなしそこには主従的関係，軽重の差を認めざるを得ないもので

ある。

それにも拘らず4方式を区分しつつ並列的に承認する理由は次の点、にある。即ち収益と最も直接

的な関連性をもっと考えられる収益方式についてみても，その収益の額そのものは勿論，その割引

率としての林業利率も速い将来に関わるものであり可変約なものであって本質的には予想されるべ

きものであって，その適中率も事後的にのみ明らかになるに過ぎないと言わねばならない。これら

は本来事前に確定的なものではない。と苦うことはそれ等に関連して算出される評価額も本質的に

は確定的なものとはなり得ないと言うことを意味する。

それ故，評価対象により，又評価条件によって各種の方法の中で最適と考えられる方法を選択し

評価することが必要となることから， 4方式の底分は重要であり，またそれぞれその存在理由は充

分あると雷うべきである。

3. 森林の特性とその評価上の対応

評髄対象となる森林の諸特性をみると，そのうち基本的なものは第 lに林木生産期間の超長期性

であるが，それから幾多の特性が派生する。その長期開には大きな物価の変動即ち木材価格の騰落，

林業労賃の上昇などをまぬがれ得ないこと，或はそれらが長期間に結果的には予想外に大きな累積

額となって現れること，森林は長年の関には火水嵐雪病虫等の諾害を受け易いこと，社会的諸条件

(税制，林業労働，森林に対する社会的ニーズ，社会経済環境等)の変化をまぬがれ難いこと，等々

がそれである。これらのことから，森林評錨に関連する諸国子には不確実性ないし危険性やギャン
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ブル的要素が含まれてくることになる。

森林の特性として次に挙げられるのは，取引対象としての自然的社会的個別性が他と比較して大

きく，林地については地利・地位の非同質性・不動性・不増性が強く，又林木については樹種・成

長状況・撫育の程度・被害状況等々の相違によって評価条件が千差万別であると雷うことである。

このようなこともあり，また林地・林木の取引が不完全市場(不完全競争)のもとに行われるこ

とが多いこともあって，評儲額にはバラツキが大きいことになる。従って森林の評価は以上の諸点、

に特に留意して行われなければならないわけである。

このような特性に対応する従来の評価上の手法としては 2つある。 1つは不確実性ないし危険性

を考慮、して保守的に収益額を低めに見積るか，或は費用額を高めに見積るなどの手法であり，今 1

つは収益額や費用額は普通(或は平均的・標準的)に見積り，その代り割引率としての林業利率を

高めに設定する手法である。その際に重要なことは，林業利率における名目的利率と実質的利率と

の産別である。一般の利率と比較し得るのは，一般の利率が名目利率であることから，名目的林業

利率でなければならないことなど住窓を要することがらは多い。

森林の特性に対応して，種々の手法によって，市場経済的価髄であれ，外部経済{国債であれ，真

の価値額にアプローチする努力が払われるけれども，上に述べたように，もともと非常に国難な間

題を内包していることは否定し得ないところである。しかしそれにも拘らず実際上は種々の場合に

森林評価の必要性が生じ，困難であっても実行せざるを得ないのが実状である。従って森林の評価

に当つては評錨(額)の条件や眼界を可能な限り認識し，それを評価依頼者に対して出来る隈り納

得的(合理的)に明示することに努力することが基本的に重要なことがらとなる。

III 林地の評価

1， 原価方式による林地詳価

(1) 原価法

評価対象林地の取得に要したすべての歴史的な実際原価(実際支出額即ち取得原儲)の単純な合

計額を以ってその林地の評価額とする方法である。

この方法は「財務会計」においては資産評価の一般的な基本的方法であって，その「期間損益計

算」の計算機構の基礎となっている「涼儲主義会計」からこの方法が採られている。本法が資産と

しての林地(土地)の儲髄を表明する評価時点における最適の評価方法とされているわけではない。

林地(土地)の評価においては取得原錨(歴史的原価)に依る場合の他には，その物価指数往10)に

基づく修正頭価による場合，又それらの標準原価に依る場合など各種あり得るのであり，評価目的

や評価条件に応じて選択される。

しかし，この原儲法ではその伺れの場合においても「機会原価J ないし「付加原価」としての計

注10) この場合，物価指数としては一般物価指数が用いられるべきとするのが「物価変動会計」ないし「貨幣価値変

動会計J の立場である。しかし個別物価指数を用いる場合もあり得る。これは「取替原価会計」に近い立場に

相当する。
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算上の利子が原価として算入されることはない。

従って林地の市場価格としての評価額を求めようとする場合，評価法として本法を適隠するのは

林地の取得後の期間が出来るだけ短い場合の方がよいと蓄える。

( 2 ) 費用価法

これは上述の原価法における評価額に，取得時点と評傭時点との期間に対する計算上の「林業利

率J (もしくはその代用として一般の経済利率)による「機会原髄」としての計算利子を複利計算的

に加算して，いわゆる「元利合計額」とする方法に他ならない。それ故，これも広い意味では原価

法と言うべきものであるが，従来からの通称に従って「費用価法」として区別することにした。

この費用価法をやや詳しく見れば，評価対象林地の取得に要した実際原価(ないしその物価指数

による修正原儲など)と，その林地を現在の状態に改良し或は維持管理するに要した実際原儲(な

いしその修正原価など)，その地付加原価(例えば自家労働による見溜り費の見積額等)などの林業

利率による評価時点現在における元利合計額と言うことが出来る。林地の取得後長期間を経過した

場合の評価にこの方法を適用すると，時価額と非常に開きが出て来ることがあり注意を要する。

2. 収益方式による林地評価

未立木の評価対象林地において最適の掛種によって人工造林をし，最適の方法で皆伐施業を無眼

に繰り退えすとした場合に，定期的に期待される純収益の現在価合計額(収益髄)を以ってその林

地の地価とするもので「林地期望価 (Bu)J と言われ，一般に次式で表わされている。

Bu= AJ記D:LOTナ C1.0pu - v --…… 一 …-一…........・H ・-…- … ・・(1 ) 

但し

Au 主伐収益の評価時点、(0時点)現在の物価水準における時価見積額

u 最適伐期

Di Z 年生時に於ける間伐~文益の評価時点現在の物価水準による時価見積額

C :評価時点現在の物価水準における各年の造林費(造林補助金椙当額を除く)の林業科率

ρによる現在価合計額。即ち Co，Cj， C2'…， Cnを各年の補助金を控除した造林費とすれ

ば，

Cl 1 C2 I I Cn .[!，円C=cけ..':1. +.. ~2.τ十 H ・ H・..・十一一一=やーと」
υ 1.ot ， 1.ot“ 1.0ρn 合も1.0ρz

V :年聞の管理費 (v )を林業利率で除した資本還元額。即ち管理費資本(ーヱー)
0.0ρ 

ρ :林業科率。名目的林業利率から林業関連の平均物価騰費率を控除した実質的林業利率。

ただしρ>0

始めに林業利率ρについて説明する。一般の金利率は言うまでもなく資金の貸借により実際に高

低各種実現している。ところが育林業に関してはその特性，殊に生産期間が長いことや収益性も平

常時では高くないことなどにより，資金提供の側からすれば高利率でないと育林業に資金は提供さ

れない。地方，資金を借りる側としては低率でないと借りることは出来ない。そうすると育林業に
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おいては資金の貸借による利率は実際上は実現しないことになる。それ故，「林業利率」と言うのは

実在するものではなく，観念上にのみ存在するものとも云われるものである。それは評価等計算上

に必要なものとして，「百十算別率」としてのみ存在するものと言えよう。

それではそれはどう言う観点でどのように観念上構成されるべきものであろうか。各自由自裁量

によって如何様にも設定され得るものであろうか。まず造林投資と言うものは，平常時ではそれは

もともと低い収益性しか示さないこともあり，又長期簡を要し，不確実性や危険性もあるところか

ら先ずは借入金で行なわれるべきものでなく，本来自己資金でしかも余剰資金の範盟内で行なわれ

るべきものであり，更に労働についても自家労働でしかも相成る可くは余剰労働によって行なわれ

るべき性質のものと言えよう。このような場合であれば，林業利率は長期の預金利率の高さを持つ

和率がその最低の高さと見ることが出来ょう。

これを名目的林業利率 (rとする)と言い，一般の利率と比較し得るものである。何故ならー殻

の利率はすべて名目的利率であり，比較は同質の利率の聞でのみ可能だからである。名目的林業利

率(けから物価騰貴率(sとする)を除去すれば実質的林業利率 (ρ) となる。凶)

r=7.18%，ρ=4.06%， S = 3 %としてこれらの関保を例示すれば次習のようになる。

S 

An An 

A。

。
日 =10年

図 l 名図的林業利率，実質的林業利率，物価騰覧室経の関係

主主11)r，ρ， sの関係を説明すれば，現在時点の木材の価格を Amn年前の持点の木材価格をんとし，木材側格の

騰索率を sとすれば，Aol.Osn=An……………...・H ・..…...・H ・-…'"・H ・.....・H ・.....・H ・-…'"・H ・..…...…・・ 1) 

又n年間の後餓合計Sを求める方法に 2通りある。J'1Pち倣格んを用いる場合と飯絡 Anを用いる場合とあるo

A。を用いる場合の名呂利率を 7 とすれば Aol.Orn= 5……………...・H ・-…'"・H ・..……'"・H ・..………… 2) 

Anを用いる場合の実質利率をρとすれば Anl.opn= 5 …...・H ・-…・…...・H ・.....・H ・..…...・H ・H ・H ・-….3)

式 2)，式 3)から Ao1.0r
n=An1.0)りn....・H ・-…...・H ・-…一…・H ・H ・..…...・H ・..…...・H ・...……...・H ・...4)

式 4)に式 1)を代入すれば Ao1. Orn= Ao1. Osn・l.opn :.l.Or=l.Os' 1.0p 
J'1Pち 1+0.0r=(1十0.os)(1+0.0ρ)，:.0.0 r =0.0ρ+0.0 s +0.000 s • P 

γ士干 ρ+ s J'1Pち ρ 三千 r-s 
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Buについてみれば，これは地儲をその根源となる収益にもとづいて理論的に説明し得るもので，

これが適正に算出されたものである時，一時的な需給の動向やムードに左右され勝ちな時価(次壌

に述べる比較方式による売翼価)をチェックし得るものとされている。

しかし Buが適正に算出された場合でもマイナスの値を示すことがある。これはこの林地における

造林投資の利回が計算利率としての林業科率 (ρ) の大きさに及ばないことを端的に示しているこ

とになる。

Auについて問題になるのは，一斉皆伐作業を何伐期にも亙って繰り返えすと，地味が次第に低下

しAuの額が伐期ごとに少額となることが考えられるので，一定の Auの額が無限に得られることを

前提にすることは出来ないとされる点である。皆伐作業において一定の Auが永続して得られるため

には，その林地の自然的条件に応じて皆伐面積を小さくし，また単位面積当たりの植栽本数・生立

本数を減らし，文伐期を長くするなどによってこれに対応する必要がある。そして永続して一定額

として得られる Auの額を見積る必要がある。このようにして得られる Auの額は現在用いられてい

る収穫表に基づく Auの額よりもおおむね少額となると見られる。

Cについて詳論すれば妥当なCの見積額としては造林費総額から「造林補劫金相当額J を控除し

た「造林者の正味負担額」としなければ市場経済を前提とする正しい Buを算出することは出来ない

(勿論，造林補助金が経済的にみて合理的に旦つ永続的に交付されるとした場合)。従来，Bu1i直がマ

イナスとなる場合でも実擦の地価はプラスであるとして，Buそのものを否定する見解が多く見られ

た。しかしιがマイナスとなるとされる場合，その造林費の見積額が補助金込の評価上過大な額と

なっていることが多い(勿論その場合，造林檎劫金が経済的にみて合理的な額として交付されると

言う条件を満たすものでなければならないことは当然である)。造林費見積額を造林者の実質自己負

担額に修正すれば，Bu値はプラスとなり合理的な地価を示すことが多い。

次に雑木林(その伐採価は零とする)を伐採して林種転換によって最初の造林を行ない， 2由自

以後は再造林を行なうと言う前提の林地期望価式をみると，次式(1)'のようになる。

Au ト~D;1.0pu-;- C 
-(Co+V)…………...・ H ・..………………………(1 )' u l.Opu 1 \~U 

Co :最初(第 1伐期)における造林費の前儲合計額

C :第 2伐期(再造林)以後の各伐期における造林費の前価合計額

一般にC<Co

又物価騰貴(又は下落)が永続するとした場合，その騰貴率(又は下落率)を式上に明らかにす

ることが説明の便宜上必要となることがあるが，その場合は式(1)は式(1)"として表すことが出来る。

Au l.Osu+ ~Di l.Osil.OrU-i Cl.Oru vl.Os ..( 1 )" 
U l.Oru -l.Osu l.Or-l.Os 

イ呈し

0.0 s 林業関連の平均約物価騰貴率

0.0 r 名目的林業利率 ただし 1'>sとする

更に騰貴率(又は下落率)を Au，D;， C， V等個有の騰貴率(又は下落率)に細分化しもっと
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密に計算する必要のある時がある。その場合式(1γは次式(1)川の如くなる。

B" = -::--:?-'7.":':弘二十 2Dt13sλOr
Ui

…
C1.0rU V1.0su …(  1 )附

U -1.0rU-1.0sAU 
I 1.0rU-1.0sDU 1.0rU-1.0sU 1.0r-l.Osv 

し

O.OSA : Auの物舗騰賃率ただし r>SA 

O.OSD : Diの物価騰貴率 ただし r>SD 

O.OSc : Cの物価騰貴率ただし r>Sc 

O.OSv vの物価騰貴率 ただし r>Sv 

3 比較方式による林地評鏑

(1) 直接比較法

評髄対象林地の求められるべき地髄 (B) を近傍類似の林地の取引事例部格 (B') と直接比較す

ることに依って評価する方法である。

比較する要因としては謹々あるが，最も基本的なものは地位級と地利級であり，これによる場合

は次式が基本となる。

BzBF×14×4 …・・…・ …… ・… ・ ( 2 ) 
M L 

f艮し

M :評価対象林地の地位級指数

M' 取引事例林地の地位級指数

L :評価対象林地の地利級指数

L' :取引事例林地の地利級指数

B， B'についてみれば，この場合の地価Bは，地位・地利をもって構成される修正係数によって

取引事例林地価β，(基準価格)を修正して算出されるもので，「上七準値格」とも言われる。この方法

は「地髄を地価で説明しようとするもの」であるから，論理的基礎を持たない方法であるとされる。

しかし実務上では一般的にとられている方法である。なお「基準価格B'Jは一般に実際の取引価格

そのままではなく，取引に多少でも異常性があれば「事情捕正」をし，取引成立の時点と評価時点

(価格時点とも言われる)との間に可なりの時間差があれば「時点補正」を行ない，その間の地価

の変動(上昇・下落)を反映させる必要がある。

「基準価格B'Jは一般論としては出来るだけ多数の取引事例儲格から導かれることが重要である

とされている。

なお，この比較方式による林地価は「地価を地舗に依って説明しようとするもの」だけに地価を

根源にさかのぼって説明し得るものでなく，論理的なものではないと言われるが，この方式が唯一

頼みとしているところは，多くの取引事例に於ける売買当事者は現在から将来に亙る費用・収益の

流れを暗黙のうちに，或る場合は計算的・意識的に，或は直観的に想定・検討して判断し，その結
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果として取引価格が成り立ったものと見倣し得るとする点にあると言えよう。しかしこれは「多数」

への他力本額的な考えに過ぎないとも言えよう。

しかし「多数J によるこのような判断によって必ずしも常に正しい結巣がもたらされるとは限ら

ず，「少数」によるものの方が正しいことも充分有り得るわけで，「多数」はむしろ単なるムードに

酔った場合 (i皆で渡ればこわくない式」の場合)も決して少くないと見られよう。

M， M'， L， L'についてみれば，地位M，M'を伐期平均成長翠(ぱIha)で表わし，地利L，L' 

を伐期収穫における立木単価(円1m')で表わせば，M'Lは評価対象地の年平均の立木販売額を表

わし，M'.L'は取引事例地のそれを表わすことになる。この両者の比をもって取引事例価格の修正

係数とすることも具体的な方法の lつである。

又，地位指数として各撞の自然条件を評点で表わし，地利指数として各種の経済条件も評点で表

わすことも考えられている。その場合に多数の林地についての多数のデータを統計的に処理するこ

とによって計算を確実なものとし，立つ単純化することなどが行なわれる。

( 2 ) 間接比較法

比較方式には間接的に比較する間接法とも雷うべき方法もある。これは覆接比較すべき林地とし

ての取引事例価格は得られないが，もとは近傍類似の林地であったものが林業用地以外の他の用地

として既に造成された後に取引され，その取引事例価格だけが構報として得られたに過ぎないと言

うような特殊な場合にとられる方法である。

その取引価格に対して「事情補正」や「時点補正J 等安行い，更に造成費，利子，造成事業者の

正常利益等一切のコストを積算して控除し，素地としての林地の価格却ち基準価格を逆算的(間接

的)に求める方法で，特殊な場合に適用される方法である。

その算出された地価(基準価格)をもとにして上述の直接比較法と同様にして比準価格を算出す

るのである。

4. 折衷方式による林地評価

折衷的な方法も各種考えられているが，代表的なものを宥子挙げ説明する。

(1) 収益儲比較法

評価対象林地の林地期望値目u)と取引事例林地のそれ (B'u)を算出し，その比を修正係数とし

て取引事例地の基準価格 (β') に乗じて得られる傭格をもって評価対象林地の評価額 (β) とする

もので，「収益方式を加味した比較方式J，ないし「両方式の折衷方式」による方法であり，次式に

依る。

B=B'X与 … … ・・…一 ・・… .，.・H ・...・ H ・-……・……・…・・…・……(3 ) 
""u 

B"， B'uvこついてみれば，林地期望価の算出に当って住意すべき諸点については式(1)の場合の説明を

参照のこと。また B'すなわち取引事例林地の基準価格については式(2)の説明を参照のこと。

( 2 ) 林業利由法

これは評価対象林地の地価 (B) を林地期望価式(1)に依って算出するに当たり，その計算利率と
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して一般的な林業利率を用いることなく，取引事例林地におけるいわゆる「林業利回 (X)Jを用い

る次式(4)，(5)のような方法であり，収益方式と比較方式の折衷による方法に他ならない。

… Au十"'2，Di1.0X
U-i-Cl.0xu 

む
……・(4 ) 

1.0xU-l O.Ox 

式(4)中のxは次式を満足させるものとする。

[A~十 "'2，D'i 1.0xU-i] -[ C' 1附 (B'十品)(1.0xU-l)] = 0 ...............( 5) 

{賢し，

X 取引事例i林地における実質的林業利回

Aム :取引事例林地における主伐収益見積時価額

D;' 取引事例林地における t年生の間伐収益見積時価額

C' 取引事例林地における造林費見積額(造林捕助金棺当額を除く)

B' 取引事例林地の地価(基準価格)

v' 取引事例林地における年管理費見積時価額

β についてみれば，これは取引事例林地における既知の地価 B'(基準備格)を始めとし，その林

地における A~， D;， C'， v'などに基いて算出される「実質的な林業利自んを媒介として算出され

る林地期望価である。それ故，この方法はxを媒介として収主主方式と比較方式とを間接的にまさに

折衷する方式であり，これは非常にユニークな折衷方式と言える。なお式(4)の場合の林地期望価の

計算因子Au，C， Di' V等については式(1)の説明を参照のこと。

Zについてみれば，式(引において Zを見出す方法は，試行錯誤法による。即ち xに適宜数値を代

入して左辺の第 1項の収益から第 2項の襲用を控除して零に近ずくように数回に亙って模紫し，X 

を見出す方法による。

( 3 ) 混合地価法

この方法は或る米立木の評価対象林地を評価するに当って，そこに新規に人工造林をし，伐期に

至れば立木売りし，同時にその林地も売り払って換金すると言う，いわば「立木一代限りの有限利

用」の前提でその林地を評価する方法であり，次式によるo

i i11 ^ _U V(1.0pU-l) 
Au十"'2，Di1.0pU-i-C1.0pu ー

Btニ O.0p +-11-…...・H ・..…………(6 ) 
1.0pU ' 1.0pu 

但し

品:求めるべき評価対象林地の混合地価

Au， Di' C， V，ρ， u 式(1)の場合と開じ

B:u年後に換金されるものと仮定される林地の評価時点現在において詑較方式で求められる

士宮飾

品についてみれば，この方法は現在の地価品が収益方式によって評価される地価部分(右辺の第

l項)と比較方式によって評領される地価部分(右辺の第 2項)とから成るとする考え方に立って

おり，両方式を混合もしくは折衷した方法とも言える。
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式(1)における林地期望価 Buに対して，それが一定の施業の永続を前提として算出されるとするこ

と自体，如何にも現実離れしていると言う見方がなされることも少くない。これに対して本法は l

伐期間のみを前提とするもので，より実際的な立場に立つ現実味のある方法としてここに提案する

ものである。

Bについてみれば，これは評価現在時点 (f価格時点」とも言われる)において，比較方式によっ

て求められる地舗としての比準価格であるが，名話的林業利率 (0.0けから物価騰貴率 (O.Os)だ

け下げた実質的林業利率 (0.0ρ)によって現在舗に割引かれる。それ故，u年後(1伐期後)の実

際の地価，従ってその換金額はB'l.Osuとなることを意味するのであり，このことに柱意して置く

必要がある。すなわち，(B・1.0sU
)/1.0ru

= B /1.0ρuである。何故なら， (l. 0ρ ・l.Os) u=l.Oru 

であるからこのことについては式(1)の説明を参照のこと。

W 林木の評価

1. JJ装備方式による林木評価

(1) 原舗法

造林・保育に必要な原髄(産史的原価や実擦鹿備など)を単純に穣算した額(即ち利子を含まな

い金額)を以って林木の評価額とする方法である。植林後例えば 1年以内の短期間経過した楠栽林

などの場合に適用される。このことについては林地の評価法としての原価法の項を参照のこと。

ただし「林業財務会計」において「立木資産勘定J に計上される金額は 1年以上の長期に亙る場

合も本法による金額とすることが稀ではない。郎ち取得原価主義会計は本法に拠っている。

( 2 ) 費用価法

造林に要する涼儲(費用)の単なる合計額ではなく，機会原価としての計算上の利子も算入した

額即ち元利合計額(捜利合計額)を以って林木の評価額とするものである。これは「造林費用価」

とも言うべきもので，幼令林に適用され次式に依る。

Hkm = kol.0pm十kl1.0pm-l十九1.0pm-2+・・・十km=至。ki1.0pm-i ……・・・・(7 ) 

f旦し

ん :初年度頭初時点における造林費(即ち地蜂らえ費，植林費などの合計額)から造林諦助

金担当額を控除した額。

んん…， km :各年度末の補助金相当額を除く造林費(即ち補樺饗，下刈費，雪起費，除伐費，

つる切費などの合計額)と，各年度末の地代，管理費の合計額

ρ:林業利率

kiについてみれば，各年の造林費・管理費・地代を各年のそれぞれの物価水準による「実際原価」

とする場合があり，また評価時点m年現在の物髄水準によってすべての各年の造林費を見積る場合

とある。この亙別を明らかにしなければならない。

客観的な市場価格にアプローチする場合は何れも造林補助金梧当額を控除した金額とする必要が



森林評価理論の体系慈備とその適用可能性の向上に関する研究 85 

ある。

ρについてみれば，造林費の見積を各年の物価水準によって行なう場合(即ち実際原舗による場

合)は林業利率は「名目的林業利率」を用い，m年評錨時点現在の物儲水準による場合は「実質的

林業利率J を用いるのが普通であり，合理的と言える。

式(7)に於いては管理費や地代相当額は各年の費用(ム)の中に含まれることになっている。

管曙費や土古代相当額を造林費から分離しそれらを式中に明示した費用価の式は次式(8)，(8)'， (8)"の

通りであり，これらは何れも同じものであり「林木費用錨 (Hkm)J 式と呼ばれている。

Hkm二 Cl.Opm十(B+Y)(l.Opm_l) -Dnl.0pm-n…...・ H ・..…………'"・ H ・..…(8 ) 

Hkm = C101.Op間 一10+(B十 Y)(1.0pm_1)-Dnl.0pm-n …………...・ H ・..………(8)'

Hkm = Hk101.0p前一10十(B+Y)(l.Op間一10 l)-Dnl.Opm-n …...・ H ・..…………(8 y' 

但し

c:各年の造林費(造林補助金相当額を除く)のみの現在価合計額。即ち Co，C1， C2，…Cnを各

年の補助金を控除した造林費とすれば，

( h ム τ÷ ÷1Lidムァ=c。
工高-'TOjl

，...... .. 
'Lopn ) f:'o 1.0p 

V:年間の管理襲 (v )を林業利率で黙した資本還元額。即ち管理費資本ーヱー
1 

t=:J "'--=.!FJ..Y"'l "T~ 0.0ρ 
β:林地価額(林地売嬰儲)。年々の地代を bとすればB ーぷー

0.0ρ 
Dn: n年生時の間伐収益

c10 :各年の造林費 Ci (造林補助金相当額を除く)のみの10年間の後備合計額

10 
Co1.0ρ叫 Cd.Op9+…H ・H ・+Col.OP'十 CI0 忍Cil.Oρ1い

Hk10 :式(7)においてm=10とした管理費・地代を含めた造林費用備

Cについては，造林費として投資される額から，造林補助金相当額を控除したものとしなければ，

林木費用価 Hーによって市場備にアプローチすることは出来ない。何故なら補助金を含めた造林投

資総額に基いた費用舗では，その未成林木の購入者にとっては補助金無しの全額自己負担による造

林に相当するわけで，当初の造林者に比らべて極めて高負担となり不採算となることは自明であり，

その額では理論的に見て売買は成立し得ず市場儲は形成されないと考えられるからである。

Hーについて見幕されてならないことは，林木費用価の基本的性格として，経済的条件(地利)や

自然条件(地位)の悪い林分ほど，その林木の費用価は多額となり，逆に良い林分ほど，それは少

額となる傾向があると言うことである。ところが林水の市場経済的儲髄はその逆でなくてはならな

いはずである。それ故，算出された費用備に対して地利指数及び地位指数の逆数を乗じるなどに依

って適正な修正を施す必要がある。

更に修正の必要な次のような場合があることに注意すべきである。評儲対象林木の評価時点、にお

けるその成育状波及び被害状況を適篠に把握し，それに対応して，費用価試算額に修正を加えなけ

ればならないと言うことである。例えば成育状況からみて伐期収穫が通常の 7割しか得られないと
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見込まれれば0.7を掛けると言うように。従って，その評価時点、における成育状況ないし被害状況が

結果として如何なる量・質の伐期収穫をもたらし得るかと言う点の育林技術的な又経営技術的な知

識や理解が充分でなくてはならないことを意味する。このことはすべての方式による評価法につい

て言えることである。又，林木費用価Hkmは「近年，労賃・地代の高騰によって幼令林だけでなく

壮令林以上に於いても，伐採価より高くなることが多くなり，従って補慣などの評価の際には用い

られる頻度が高くなった」と雷われるようであるが， このような Hーは適正な評錨額であるはずは

なし それは過大な誤投資額にもとずくものであることを意味しており， この場合も当然適正額に

修正されなければならない。

と言うことは Hkmが過去に関連する費用額(投資額)を基礎としてー誌は構成されるものであっ

ても，将来の収益予想額とは無関係に独立的に存在し得るものではないことを意味している。

このことは勿論，Hーによって市場経済における客観的な交換備値にアプローチする場合について

であるが，もしも過去に実際に投資した額についてのみの補償額を求める特殊な場合などの Hーは

将来の収益とは一応無関係に独立的に存在し得ることは考えられる。

2 収益方式による林木評価

現在m年生の評伺対象林水(未成林木) を伐期 (u年) まで育成して得られると予澱される主開

伐収益から， その関に必要とする費用を控除して算出される純収益の評価時点における現在備をも

って， その林木の評価額とするもので，「林水期望儲」と称され，次式による。

Hem= ..t"J..u'山 LJn.1・vp ー (β了V)(1.0pu-m-l)
l.Opu-m 

但し

n 間伐の行なわれる林令 ただしu>η>m

Au， B等:式(8)参賠

…( 9 ) 

Hemについてみると，林木期望備は「林木の価値を決めるものはその収益力である」との見地から，

予測される主間伐収益がその源になっている。予測は長期になる程不確実となると一般には見られ

ているので，従って，本式は壮令林以後の比較的主伐期に近い林木に対して適用されるのが最適で

あるとされている。

Au， Dnについては，評価対象林木の評備時点における成育状況や保育の程度と，それから期待さ

れる AuやDnとの関連性を適礁に把握し，Au， Dn等を実現1可能性をもった適正な額となるように修

正を加える必要がある。

この点については壮令林以後伐期に近い林木について式(8)の林木費用備を適用する場合と比較す

ると，式(9)の適用は一般により容易(ないし安全)であると言える。侭故なら適用対象林木が壮令

林以後であれば，予測の期間がより短いからである。

3 比較方式による林木評価

(1) 護接比較法
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評価対象林木と樹種を悶じくし，地位・地科・林令・成宵手入状説など成る可く等しい近傍類似

の林木取引の事例がある時，商者を直接比較して評価対象林木の評儲額を試算することが出来る。

まずそのような取引事例としての林木売買価額とその利用材積等から，立木の直経級別または材

種別の平均単備を割り出し，次いで評価対象の林木をみてその産経級または材種別材積を見積り，

先の単価を乗じて合計し，更に伐出費・形質・数量等々の違いによる謹額を調整することにより評

価額を試算するのである。

取引の熱線者は対象林を一巡したのみで，記髄されている経験ずみの多数の取引事例から，ほぽ

このような方法で瞬時にしかも可なり正確な評儲額を見出すものと見られている。

( 2 ) 間接比較法(市場儲逆算法)

評価対象の林木から生産されると見込まれる丸太など製品の最寄木材市場での販売高見積額(E)

から，伐採・毅出・連搬・販売などに要する一切の事業費見積額 (K) と平均的(ないし標準的又

は正常的)な伐出事業利益 (R) とを控除した残額を以って林木の評価額 (A) とする方法である。

即ち多数の他の林木から生産された丸太の市場価と言う「製品としての取引事例価格」に間接的に

比準しようとする方法であるから「間接比較法」と去い得，また次式のように製品(丸太)の取引

倍額から諸経費を奇iいて逆算的に林木の評価額を求める方法であるところから「市場価逆算法」と

も言われている。

A=E-K-R ...・ H ・H ・H ・..…………...・ H ・-…...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..………(10)

ところでこのRは伐出事業に必要な資金(即ち未知数としての林木購入資金Aと伐出事業資金K

の合計額)に資本開収期間(月数)1と丹利益率 rとを乗じたものとして単科計算的に見積られる。

従って式(10)は次式のようになる。

A=E-K… (A+K)'Z'r …'"・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・......・ H ・"(11)

A =占rk(11Y

評価対象林木の立木材積を v，その求めるべき立木のm3当たり単価を αとすれば，A=v.aとな

り，又この林木から生躍される丸太の材積，即ちいわゆる利用材積をm，丸太の王子均単価を 6 とす

ればEロ m.e，又丸太の単位材積(ぱ)当たり伐出事業費を hとすれば丸太材積はmであるから，

K=m.kとなり，式(11)は次式(12)のようになる。これは「立木単価評定式J と言われることもある。

α.v… m'e _ m.k -一一......，，，.. 
~ 1十 Z.r ，，.品

α斗(雨戸)••••• ••••• •••••• •••••• •••••••••••• •••••• •••••••••• ••••• ••••••••• ••••• (山

αについてみると，これは評価対象林木の立木材積m3当たりの単価である。これに立木材積を乗

ずれば，全林木の評価額。 .v =Aとなる。この Gげは評価対象林木の，それ自体を直ち伐採収穫

すると言う前提による評価額であるからー殻に立木の「伐採錨」と言われる。
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6の算出を精密に行う一般的な方法は次のようなものである。先ず評価対象林木における毎木調

査の結果を直笹級別本数分配表にまとめ，これより各直経級ごとに例えば10本(文は 5本)づつの

標準木を選ぶ。それぞれの標準木から採材される丸太の長級別の末口直径を測定(又は計算によっ

て推定)して平均し，その末口直窪を 2乗し更に丸太長を乗じて，いわゆる末日自乗法によって材

穫を計算する。

次いで、それぞれの丸太について品等の出現割合を謂べ，更に最寄或は最有利の木材市場で品等別，

長級別，末口薩寵級別に丸太価格を調査し，簡単な統計的操作を加えてそれぞれの「基準価格J を

填重に決定する。

「品等別割合」にこの「基準価格」を乗じて「品等による価格J を出し，これにそれぞれの丸太

材積を乗じて小計すれば「標準木価格J が求められ，これを標準木 1本当たりの丸太材積で割れば

ぱ当たりの丸太単価が得られ，これに高径級ごとの丸太全材積を乗じ，合計すれば丸太の総売上額

が得られ，これを丸太総材積で割れば丸太の総平均価格 (α)が得られる。これらの手順は「丸太

市場単価算定表」に例示されている。

hの内容は詳しくは，素材生産開始のための準備，集材機等の識入，架線，伐木，造材，集材，

搬出，運搬，販売，素材生産完了後の機械器具や仮設物等の撤収撤去など一連の伐出事業に必要な

直接費及間接費の穣算総額を生産素材(丸太)材積で除したば当たりの生産費である。

直接費には，直接素材生産に必要な労務費，機械器具の減価償却費，燃料費，消耗品費， トラッ

ク運賃，などがあり，工程表を参考にして縮かく穣算する。

間接費は一般管理費を始め労災保険料，林道使用料，市場手数料，横積料，各種税金，諾雑費等々

間接的に素材生産に関連して必要とする一切の費用であって，これらを漏れなく積算する。

与は利用率と言われ，これはー蜘こfで表わされる。これは一般に 1以下であって，普通は針葉

樹ではo.7~0. 9，広葉樹では0.4~0.7の範囲にあることが多い。 U は一般に立木材積表によって胸

高直径と樹高から求められる立木材積の合計である。またmは立木から最も有利な採材によって得

られると見込まれる丸太材積の合計である。この丸太材積は「米口自乗法」と言う簡便な方法で計

算されるのが普通で，非常に完満な立木の場合は，それから計算上得られる丸太の合計材積が立木

材積を上田り子が 1以上になるような計算結果となる可能性があるので闘を要する。このような

場合は適宜修正するを要する。

Jは「資本回収期間J (月数)と…般に言われているが，実擦の伐出事業において投下された資本

(資金)を回収し終える期間とは異り，ことがらの内容を正しく表わしていないと言うべきである。

伐出事業の実際をみると，事業資金 (A+K) のうち立木代金 (A) は最初に全額支払われるのが

普通であり，次いで事業費 (K) は伐出事業の進行に伴って逐次支出されて行く。一方，事業開始

後或る期間を置いて，生産丸太の出材とその売上が始まり，次第に資金が回収されて行くと言うの

が実態である。それ故，実際に全投下資金の田収が終るのは一般に事業期間の最終の丹あたりと見

るべきであろう。

ここで資本回収期間といわれる Jの本質をみると，式(11)'から明らかなように，資金 (A十K)が

すべて一括して初めの時点、で支出投資され，また販売額もその後の或時点で全額Eとして一度に得



表 l 丸太市場単価算定表(例)

立 木 丸 太

B室径級 会林 事禁 E事 木 擦当E 木 色、 ら E主 E主 さ れ る 丸 太 全林からの丸太

(本数) ;材絞 目部隊iまf主 総i¥li jz木材綴 長級 米口直後 材1資品号事別割合基準{臨務品等による悩1'11 機当主木{砺絡 1禁E経木単価 キIj!有率 材 f立 {濁 告員

m ③ m C買1 百l ⑥ m m αn @ m 1000円1m @l倒防Int @=@x@円/ば ①=@ム@円/ぱ @ロ@ム⑥% ⑤z③x@m'①立①x⑥内

22~26 19.1 24 18 0.38 4 20 0.16 1 0.3 48 14.4 
(52本) II 0.7 25 17.5 

4 15 0.09 1 0.1 32 3.2 
II 0.9 21 18.9 

3 9 0.024 II 0.3 17 5.1 
324 

III 0.7 12 8.4 

ノj、計 0.274 7，417 27，069 72 15.39 416，597 

28~32 50.4 30 20 0.63 4 25 0.25 1 0.4 55 22 
(86本) II 0.5 32 16 

III 0.1 22 2.2 
4 19 0.144 1 0.3 36 108 

II 0.5 23 11.5 
III 0.2 13 2.6 

4 13 0.068 II 0.3 19 5.7 
III 0.7 13 9.1 

小計 0.462 14，642 31，693 73 36.79 1，165，972 

34~38 57.6 36 22 0.96 自 27 0.437 1 0.5 65 32.5 
(63本) II 0.4 47 18.8 

III 0.1 28 2.8 
4 22 0.194 1 0.4 40 16 

II 0.5 25 12.5 
III 0.1 14 1.4 

4 15 0.09 1 0.2 30 5 
II 0.6 21 12.6 
III 0.2 13 2.6 

3 9 0.024 II 0.3 14 4.2 
302 

III 0.7 12 8‘4 

小計 0.745 31，653 42，487 78 44.7 1，899，180 

ぷtコ込 ヨfl+ 127 96.88 3，481，749 
王子 均 76 35，939 
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られ，従って資金 (A+K)が一度に回収されると見倣した場合の両時点関に相当するまさに仮定

的な資金回収期聞を意味している。

その期間は伐出事業における支出・収入のそれぞれの分散の程度郎ち事業の諸条件や事業の実際

ヲ 1 2 "'_=，~ の進度によって巽るが，一般L事業期間の一~ の範囲九あるとされている。しかし実際はこの範
2 3 

屈外のことも少くないので注意を要するところである。

Tは素材生産事業における 1ヶ月当りの利益率にほぼ相当するもので，国有林では以前から丹1.

6%とされ，そしてそれは金利部分と事業の純利益部分との合計額を利益とする利益率であると言わ

れている。もしそうであるとすれば，これは…般の場合の如何なる資本利益率に相当するのかと言

えば，それは年率では総資本利益率に相当すると震えよう。総資本利益率の分母は自己資本と負債

の合計額(正しくは期首と期末の平均額)としての総資本であり，分子は企業の純利益と借入金の

利子との合計額とされているからである。

以上のような従来からの立木伐採価の評価方法は丸太平均単価eの算定の部分は詳細立つ精密な

方法であるからこれは別として，その他については略算的で速算的な方法に過ぎないと言える。し

かし全体として斉合的にもっと精密な評価を目的とする場合は，次表に例示するように月別に支出

費用と収入収益とを詳細に見襲って事業計画を立ててこれに基いて立木価額Aを計算的に見積る必

要がある。

丹別の丸太売上収益見積額を ei'月別の事業費見積額をん事業期間を η とすれば，正確な林木

伐採価評定の一般式が次のように得られる。

A=L:[ei{l +( n-i)r}J -L: (ki{l十(n-i)r}1....・ H ・....・ H ・-…… H ・H ・....…(13)
l+n'r 

式(13)の分子は収入収益の単利計算による元利合計額から，立木代を除く支出費用の光利合計額を

控除したものである。この一般式はあいまいで不確定ないわゆる「資本回収期間」を用いず「事業

期間 (η)Jと言う明確な期間を用いており，事業計闘が正確である限り，正確な立木の評価額が得

られる。

今，次表における例示のように，素材生産計闘に従った計算表を作成すれば，式仰の異体的な計

算を容易に行なうことが出来る。

表2 索 材 生 産 計 画(例) (単位:万円)

経過月数 。 1 2 3 4 5 6 計 備 考
収支

A A 立木代金 A 
汚 別 支 出 柑輸局輔幅幅ー__喧~ - - - - - - 骨 副 同 由 由 由 柑 白 骨 喧 掴 由 司 ・ - - - - - - - - - - ------酔__-伊暢白骨ゆ#柑榊榊助砕柑柑榊榊 柚帽輔副___ーーー ー ・ ・ ー ・ a ・・・ー鼻骨骨ゆ W 鞘

200 100 50 50 50 50 500 伐出運搬経費 K 

月 別 収 入 100 200 400 600 700 2，000 丸太売上高 E 

支出累計 200 300 350 400 450 500 2，200 Kを含む

収入累計 100 300 700 1，300 2，000 4，400 Eを含む

r =1.6%として，表中の数字を用いて式(13)に代入すれば，
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A=J2，000+2，400r)… (500十1，700r 1，379(万円)
1十6r

ちなみに従来の式伽よって計算してみると，資本田!j;(期間を事業期間のがiち3ヶ月とすれば

次のようになる。

A 
2，000 -一一一一一500=1，408(万円)

l十 3xO.016 

しかし勿論，式(13)による1，379(万円)の方が正確な評価額である。

4. 折衷方式による林木評価

未成林木の評儲額を林木の脊成原価と伐嬬収益の両面から折表的に組み合わせて求めようとする

方式である。

( 1) Glaser法

Glaser氏による蔵式(13)，造林補助金を明示した向式(13)'，その我圏林業の実構に合わせた式(14)，補

助金を明示した同式(14)'，その他Glaser式の相当に一般化された式邸)，その最も一般化された式(15)'

などが考えられている。

んべん-c)r;::+c.....................................................................(13) 

Am = {Auー ((;-G)ぼゴぷ+(台-G) .............................................(13)' 

(. rt¥(m-10)2 Am = ( Au -C10 J 十 C10 ・H ・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・..…...・ H ・..……………(14)
¥L:l.u 'Lt1O)(u--l0)2 

(.  fJ-. rt¥i(m-10)2 
Am = iAu一(C1O-G1O) (C1O-G1O) l L:l.u-' 'Lt1O-UIOJ J (u-lO) -・・・・(14)' 

Am = (Au-HkO) r;::十HkO..................................................................(13)" 

(A TT  ¥ (m-10)2 Am = (Au-Hk10 J 十H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..…………...・H ・..(14)" 
¥

L1
U HklO)(u-10)2 I HklO 

(A TT  ¥ (m-n)1 
Am=IAu-HknJ)'一一一一+Hkn ..…・・…… H ・H ・-… H ・H ・-…H ・H ・-…・・・…・…・・・・(15)

¥ L:l.u Hkn) (u-n)1 I .L.l.kn 

( A '^ u-m TT  ¥(m-n)1 Amz(dulOsfhHMMヲ γ+Hkn .............................................(15)' 

f旦し

品。:林木が自立するまでの η年聞における造林補助金相当額を掠く各年の造林費及び管理費・

地代の見積額の零時点における林業利率ρによる現在錨合計額。卸ち ::E-"主LTO 1.0ρz 
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しかし一般に
Cl C2 C" ..p. 

Co十一一一 τ+....・H ・・+..~'~ n == ~ームr= C を用いる。
l.Op ， l.Op2 ' 'l.Opn [;;'0 l.Op 

Hk10 式(7)においてm=10 と置いた場合の林木費用価。郎ち 0~10年の捕助金相当額を除く各

年の造林費及管理費・地代の見積額の後価合計額(林業利率ρによる)

Hふ n年は造林の終了するまでの年数

式(7)においてm=nと置いて計算した場合の林木費用価。

Hk10とAuの比率に対応する最適の指数。ただし，1<t<2

C10:造林補助金を含む各年の造林費の10年生までの元利合計額(林業利率ρによる)

GlO各年の造林補助金(相当額)の10年生までの元利合計額(林業利率ρによる)

:造林補助金を含む各年の造林費の前価合計額(林業利率ρによる)-
c
c
 

:各年の造林補助金相当額の前価合計額(林業利率ρによる)

Au 評価時点現在における価格水準による主伐収益

O.OSA :主伐収益の年当り平均予想、騰貴率(文は下落率)

Amについてみると，式(13)，(13)' ， (1仏 (14)'， (14)"においては Amの年増加率(成長率)の変動l揺が撞

めて大きい。部ち初めに極めて小さく後半で極めて大きい。長期保有資産としての「林木資産の増

加率」は，むしろなるべく常に同じ大きさであることがその資産的性格を忠実に反映するものと考

えられる。この点で，これらは適切な評価式とは雷い難い。

その意味では，式(15)による Amに於いては，t の大きさを 1~2 の範囲内で適度に選択した場合，

Amの増加率の変動幅は可なり縮小し得るので比較的好ましいものとなると言える。しかし乍ら，こ

れでもなお充分ではない。この点について最も貯ましいと考えられる方法は後述の「造林利闇法J

による式(18)，同'に外ならない。注12)

式(13)，制による評価が今日我国における殆んどの公的評価の場合に為される一般的な方法となっ

ていると蓄える。即ち，国有林，農林中央金庫，森林国営保険，民営森林保険，森林開発公団，棺

続税，贈与税等々における多くの場合11年生以上の人工植栽林について，或は幼令林一般について，

式ω，或は式(14)が用いられることになっている。

Auについては，評価対象林木の評価時点現在 (m年生現在)における成育状況，保育状況，被害

状況などを適確に把握して，それから期待される Auを見積る必要がある。但し Auの価格水準は評

価時点 (m年生)現在のものとするのが一般的にとられている方法である。しかし，もしも，評価

時点現在から (u m)年の後における予想主伐収益とする場合は，式(15)'におけるように，立木価

格の騰貴率(又は下蕗率)O. OSAを見積り，Auの代りに Au.1.0sAト間とする必要がある。中間令級の

林水評価の論理からすれば，Auはすべて Au.1.0sAU…mとすることになる。即ち式(13)，(13)' ， (1仏(14)'， 

(14)"においても同様で、ある。

ι。，日，10，Hんzについては，評価時点 (m年生)における儲格基準と実質的林業利率による造林

注12) この点についての詳細は「拙稿未成林木評価法の研究潟大農演研報第16号J を参照のこと。

ここでの論点は「林木資産J なるものの資産的特性から「長期保有資産としての資産額の増殖率は一定である

べき」と言う見方に基づいている。(この見方が適当でないとすれば那の評価方法が採られることになる。)
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費の後価合計額である。そしてそれは量的・質的な林水の成育現況等に見合った額に修正される必

要がある。実際に造林費がどれだけ投資されているかどうかに拘りなし現状に合わせて修正する。

この点については既述したようにC，C10についても同様である。

なお，Glaser式の適用に関連して「近年，造林費が上昇したのに対して木材髄格が器迷している

ことにより，1五。=Cや HklOは物議，C10でさえも伐期収益Auより高額となり，此式の適用が不可能

となる事例が多くなったJ とされることが多い。しかしその場合について検討すると，その場合の

造林費見積額は造林補助金相当額を含めた「造林に必要な総金額」となっていることが多い。「市場

万
円
)
糊
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(註)Au=800万河

HklO=85万円

B=50万円

V=30万内

D=O 

ρ=3.5% 

'. x，=5.765% 
Bu=76，382万円
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Au 
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aJ2 各評{高額の比較(例示)
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経済における客観的交換価値」にアプローチするためには「造林補助金相当額J を計算上造林費か

ら控除しなければならないことをここでも又繰返えして置く必要があろう。

ところで造林補助金相当額控除後も，Hk。や Hム10がまだ相対的に大きく ，Auとの間の「利回」が

一般の利率に比らべて極端に低い場合は，それはまだ過剰投資(ミス・インベストメント)である

から，「許容される最低の利回」となるまで減額修正されるべきであると考えられる。

(2) Bu代入法

林木費用価式(8)もしくは林木期望価式(9)の式中のBに林地期望価 Bu(式(1))を代入すると何れも

式(16)又はな7)となり，式(8)と式(9)とが全く等しくなる。式(16)，(17)中のCの代りに Hム。を用いる場合は

式側F又は式(17)'となる。

Am叫ん-C)旦〈二三十C .....一… …・……・…………………(16)U ~/ 1.0pu-1 

Am = (Au-CrOpU)士筋三+C1.0pm ................................................(17) 

Am叫ん-H
k1O)帯主哨10 ......................................................(16)' 

Am = (Au HkωpU-1O)苦手斗+Hkωpm-lO .............................. (17)' 

{.e.し

Au， C， Hム10，U ， m，ρ等:1現掲諸式の場合と同じ

Amは式(16)からも明らかなように， CとAuとを或る種の曲穏で連結することによって中間令級の林

木の評価額を見出そうとするもので，式(16)の構造は Glaser式(13)，(13)' ，。母， ωrと類似している。従

ってCとAuとの関連については式問， (1唱の説明参照のこと。なおこの方法による評価額にあっても

年増加率は一定でない削九また式(16)，(17)においては表面上は地価 (B)，管理費資本 (V)とは無関

係のように見えるが，式の成立過謹から明らかなように，それらは計算に入っていると言える。

式同，聞による折衷的な曲線は 0年時点の縦軸上のCの大きさを示す点Pが始発点となるもので

あるが， 10年生における 0~10年間の造林費・管理費・地代の後備合計即ち Hk10の大きさを示す点

Qを始発点とする曲線は式間二ないし式(17)'で与えられる(図 2参照)。

C， Hk101こついては，造林補助金相当額を造林費から控除すべきこと，評価時点現在(m年生)に

おける評価対象林の成育状況等を把握してC，Hk10やAuをそれに対応して修正した額に見積ること，

物価の変動を考慮すること等々，式(13)~(15)の場合と同じ。

( 3 ) 造林利回法

式(17)に於ける ρを定数でなく可変数とした場合，そのρがAu-C1.0ρu=0を満たすような値一一

これは所謂造林利屈である一ーの場合は，式(1りは結局 Am=C1.0ρmとなり，極めて簡単となる。式

注13)ゑ大演習林研究報告 16号 p.171~173 
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間rにおいても同様に Am=Hk101.仲間一10となる。そこで造林利回をあらためでそれぞれあ，X:lで表わ

せば次式が得られる。

Am = Cl.OXlm …...・ H ・H ・H ・..……...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.....・ H ・..‘・ H ・H ・.....・ H ・...(18)

Am = Hk101.0X2m-lo ...・ H ・H ・H ・..……...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・H ・H ・-………(18)'

{e.し

あ :造林利回。即ち Au-C1.0x1 u= 0を満たすような利率(利函)

C :各年の造林補助金棺当額を験く造林費の前儲合計。式(8)におけるものと同じ。

ゐ :造林利問。即ち Au-Hム。1.0X:lU
-
10=0を満たすような利率(利回)

Hk10 式(8)'による10年生の林木費用価

Amは本法に依る場合は 'Bu代入法」の特殊な場合に相当すると見られる。林木資産なるものは長

期保有資産であり，年々平均的な同一率によって成長し増加することが市場経済においては望まし

い要件であると言えよう。本法に依る評価額 Amはそれを可能とする計算構造に基づいているので，

その意味で合理的な評価額と言えよう。本法による評価額と Glaser法による評価額の関係をみると

図2に例示されているように両曲線はT点で交わる。始め Glaser価が小さく後で大きい。AjC10が

小さくなるとす点は右上による。

x1， x:lについては，評価対象林木の評価時点における成育状況に従って， C， Hk10や Au等をそれ

に対応した額に見積ったよで Xl' x:lを算出することが重要である。

V 蘇林の評価

森林の市場経済的評価額はその林地と林木の，前述したそれぞれの評価額のうち評価自的に最も

合致した両評価額の合計額で示されることになる。このような林地と林木を分離して評価し，最後

に合計する方法の他に，初めから区分しないで森林を一体のものとして評価する方法もあって，こ

れは特別の場合に適用される。その場合も原髄，収益，比較の各方式があり得，また折衷的な方法

もある。

1. 原価方式による森林評儀

これは評価対象である当該森林の購入原価(取得原価)に慕づく評価方式に他ならない。この稽

入原価には森林の取得後において林道開設等が行われている場合，そのための取得原価を含むのは

当然である。

森林の取得後，長期間経過した時点、で評価する場合の問題点を挙げれば次の通り。

① 機会原価(付加藤価)としての利子を原価に算入するかどうかの問題がある。

②物価変動に対応して物価指数によって鯵正窟価とするか，時価とするかの問題もある。

③ 森林の取得後，評価時点、までの聞に当該森林から収益が上った場合，その金額を取得原酒か

ら控験した金額をもって評価額とするべきか，控除しない金額とすべきかの問題もある。
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④ 森林の取得後，長期間経過すれば，林木は成長し，その林木儲は増価しているのが普通であ

る。その増価額(=成長価)は原価方式による森林評価額とどのような関係にあるべきかの

問題がある。

以上のような閤難な問題があるため，森林の評価における蕗価方式は，森林の取得後長期間経過し

ない場合に適用されるべきものである。

2. 収益方式による森林評価

今，評価対象林としての京葉樹林があって，この森林の場合は針葉樹人工林に林種転換すること

が，この森林の価値を高める所以と判断されるものとする。

この場合の森林の評価式は次式(19)のようになる。注14)

W ご S十(Au+Da l.Opu-a十…-Cl.Opu _ v)…H ・H ・-…-…………・(19)
¥ l.Opu-l r / 

但し

5 :現存林木の蓄積価(伐採儲)

Au 林額転換後の伐期収益

C :針葉樹の造林費の前価合計額

なお式側において，評価対象が無立木地であれば5=0とし，そして初回(第 1伐期)の造林費

の前価合計額を Gとすれば， 2回自(第 2伐期)以後の造林費の前髄合計額CとGとの大小関係は

Co>Cとなり，式仰は式(1)'と同じものとなる。

次に評価対象の森林が同じく広葉樹林であって林種転換をしないことが条件となっているものと

する。この場合，群状皆伐又は群状択伐などにより，最初，現存蓄積儲 (5)と基礎蓄積価 (N)

との差額だけを収穫し，その伐採後は萌芽や天然下種などによって更新生長し，n年後には蓄積価

(Q) となる場合についてみる。そこでは成長儲 (Q-N)だけ収穫することになる。又その η年

間には間伐収穫 Wa''')もあり得ょう。これがη年ごとに無線に繰り返えされていくとするならば，

森林の評価額 (Wn) は次式で表わされる。注15)

Wn=(S… N)+ 

(l.Opn-l) 
(Q-N)十Dal-Op--U oZp 

l.Opn-l 

=S+UQ-N)+ Da l.Opn-a-N(l.Opn-lL_ v1 ...........................(お)
l l.Opn-l . J 

イ皇し

N:伐採価による基礎蓄積価又は基準蓄積価

注14) この式の成立過程やその解釈についての詳細は本項のあとの部分でまとめて説明する。

注目)この式(紛についてもあとでまとめて詳細に説明する。

なお，式側においても，郎ち務芽更新や天然下種更新による場合も，補植など造林資に相当する費用が全く不

用と云うわけではなく，多少に拘らず費用を要するが，ここでは当面省略しである。
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Q :Nと「 η年間の成長錨(伐採価)Jとの合計額。従って (Q-N)はn年間における成長備

を表わしている。

Wnは式側から明らかなように，現存蓄積錨 (5)と森林期望価の合計額と見ることが出来る。こ

の森林期望髄(式)が土地期望儲式(1)と異る点をみると，第 lは土地期望価式の造林費C1.0pnにつ

いては「機会原値」としての 'Nの利子相当部分」部ちN (1.0ρn_ 1)が対応しており，第 2は伐

期uについては択伐などの練り返えし年数nが対略している。第 3は土地期譲価式における皆伐に

よる主伐収入 Auvこ対して，択伐などによる成長価 (Q-N)のみの伐採収入が対応している。

Nについてみると，式仰は最初 (5-N)で表わされているいわば過剰蓄積額を伐採坂護するこ

とにより一挙に基礎蓄穣額Nを把握実現した場合の計算式となっている。しかし実際は一度に安定

したNを見出すことはむつかしいであろう。試行錯誤により見出すことになろう。

次に対象森林の面積が可なり大きしその蓄積儲も針葉構人工林で既に材積・林令の配分も法正

的であって，いわゆる法正蓄積儲に相当する場合についてみる。この場合，年々伐期に達した林分

の収穫がほぼ同額可能であるとすれば，式(20)に於いて，n 1， a 1， 5 =Nであり，針葉樹の

場合は天然更新がむつかしいから，費用として新たに造林費Cを要するので次式となる。

野7ニ(Q… N)十Da-C-V
O.Op 

1.e.し

W :法正林の森林儲で収益還元価に相当する。

-・・・(21)

Q-N:これは成長価であり，法正林の場合，従来 Auと表わされているものに相当する。

v この森林面積全体の管理費。一般にはこれは u.vで表わされるものに棺当している。

以上挙げた収益方式による森林の評価式仰~(20)の成立についてここで少し詳細に説明することと

する。

林業経営計算としての「投資の有利性比較」において特に「森林純収益(説)の極大化よりは土

地純収益(説)の援大化こそ林業経営のより正しい指標」とされる場合，その経営モデルとしては

常に皆伐一斉同齢の針葉樹林が前提とされていたと言えよう。

何故なら土地純収益(説)の端的表現である土地期望儲式の前提になっているのは，明らかに皆

伐人工一斉林であり，それにふさわしい構種は明らかに針葉構と言うことが出来るからである。

それ故，保続的異齢林(たとえば広葉樹の択伐林など)の場合には，土地期望儲式を適用するこ

とは国難或は不可能と見られていたと言えよう。もしもそれがこの場合適用出来ないものであると

すれば，土地純収益の極大化原票日は一般的に常には正しい指標ないし原真りとはなり得ないことにな

り，従って「土地純収益説の方が森林純収益説より，…般的により合理的な原則である」とするこ

とが出来なくなることになる。土地純収益(説)の優位性がすべての場合に成立っためには，保続

的な非皆伐異齢林たとえば「広葉楊の択伐林J などの場合にも，土地期望儲式が成立つことを証明

しなければならないことになる。

土地期望価式が保続的な非皆伐異齢林の場合にも成立つことが明らかにされたのは極く最近のこ

とであると言えよう。
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ではその次第をあとずけつつ，更に理論的のみならず実際的な観点からも検討を加え，より一般

的で立つ実際に役立ち得る方式を探ってみたいと考える。

今，非皆伐異齢林としてのクヌギ・コナラなどの天然広葉樹林を実態とする森林を評価対象とし

て考えたい。この広葉樹林は天然更新によるもので，主として林齢10---.-40年の異齢林であるとしよ

う。そしてこの森林の現在の林木蓄積最を3としよう。またこの森林経営の自的をここでは椎茸原

木林造成としよう。そうするとこの場合，この森林は可なり過熱であって過剰の蓄積を有している

ことになる。そこで先ずその過弼分を単木択伐ないし群状択伐などによって最初の時点において伐

採収穫し，最適な一定の憧常的基礎蓄穣量 Cii1) にまで減らすことが必要になって来る。そしてそ

の過剰材積の収穫後一定年 (t)が経過すると，全体の蓄積は生長し増加するが，その時点におけ

る材積を()(山とする。そこでその t年間の成長室(()(的-f1)だけをその時点、で択伐的に収穫すれ

ば，基礎蓄積霊Nが残る。更にその後 t年経てば前と開じ生長義だけ収穫することが出来，基礎蓄

積量Nが残される。

この間の関係を関 3によって説明する。先ずその(1 )についてみると，初め広葉樹林の蓄積量

が OSの高さで存在し，基礎蓄積霊 ONを残して最初の時点で SNを収穫することになる。伐期九

年までは基礎蓄積量 ONはNQtlの曲線のよう成長する。もしん年までそのまま放寵しておけば Qtl

Qt2の曲線のように成長するであろう。 t2年で基礎蓄積を残し成長量 Qt2Nを収穫し，それから後も

t2年毎に問じような成長と収穫を繰り返えす方法が考えられる。

或は，tし1年時点で基礎蓄積を残して成長量Q

と収麓を繰り返えす方法が考えられる。関 3の(1 )では以上のような関係が示されている。(2 ) 

S 
( 1] 

S ( 2] 
S 

( 3] 

Q" 
Q" 

つりN

パ

:日レ
QtI/!?1ul! 

νιν 
N 

。 ーーーーー山~--一一一四回ー-'-
tJ 2tJ t， tJ 2tJ t， 。 tJ 2tJ t， 0 

図3 広葉綴禁令林の地味上(1]，中(2 )，下 (3)別成長と収穫盤の関係
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では(1 )よりも基礎蓄積輩が大きい場合， (3)ではけ〕より基礎蓄積量が大きい場合を示して

いる注16)。そして倒れも伐期の繰り返えし年数はし年とむ年と同じ年数としている。

このような関係は実際は臨に示されているように簡単ではないはずであるが， 1つのモデルとし

て示したものである。実際は基礎蓄積量と収穫の繰り返し年数の関係はもっと複雑であろう。以上

は材積(数量)関係の説明であるが，これに価格の要素を付け加えても，その関係は基本的には同

様である。そして様々の作業額の中で最も有利なものが存在するであろう。これを見出すことが課

題である。

さて，このような基礎蓄積身と t年毎に収穫し得られる開最の生長麓 W(的-[1)が永続するも

のとする。出7)

今この様な関係を金額においても永続的に維持しようとするのであるが，n:i'当たり立木髄格も開

題を簡単にするため…定額のP万円，又この森林の年々の管理費も一定額の U万円とすることにし

て，最も有利な基礎蓄積蚤おと伐採収穫間爾年数としての伐期 (t)注目)のもとに最多の伐期収穫量

即ち生長量 (t:!(山一[1)を見出すことが必要となる。

最も有利と苦うことは，この森林から得られる最初の時点のi収穫額と t年毎に得られる収穫額か

ら成る収益と，そのJ.I)Z益をあげるための費用(もしくはそのために犠牲となる価傭額)との差即ち

純利益(純収益とも言う)の，一定の計算利率 (rとする)による現在価合計額 (W)が極大とな

る場合のfr，t， Q(同)でなければならないであろう。即ちこの関係を式に表わせば次のようになる。

P. Q(t.ih -p. N ， p. Q(t.ih -p.N . v 
Max.W = (p.S-p.N)十 <t，r:;'t .1. .L Y + 

e-' . r 

Max.Wニ p.s+rp・Q(t.ih-た金三-~l ……・...・ H ・...・ H ・.....・ H ・...…・ (22)
λl  er.t-l r) 

式(匁)右辺の( )内は皆伐一斉林経営を対象とした従来のいわゆる土地期望儲式と同様の構造を有

している。何故なら今， p.Q，州寸u， p斤=C， ert
:リ

Au Cl.0pu 
V = Bu 1.0pu-l 

となるからである。

-・・・・・(23)

この場合，基礎蓄積儲p.frが造林費Cに対応することについては少し説明を要するであろう。こ

の森林の場合は天然更新(下種更新と醗芽更新)を目的として，各伐期時点において林木儲総額(実

際に販売されるのはこの額全部でなく成長儲のみであるが)より基礎蓄積儲p.frを控徐して，そ

注目)函 3は一見して明らかなように， (1)で地味が上位， (2)で中位， (3)で下伎の各場合をモデノレ約に示して
いる。

注17)短常的な慕礎蓄積Nの大きさや又その内容RPち林分構造を理論的先験的に決定することは実際は菌難であろう。
一定期荷の試行錯誤を経て初めて見出されるものであろう。しかし，ここでは問題を箆易化するため，試行錯
誤の過程を経ることなく，一挙にNが見出されるものとしている。このことが問題の本質をゆがめることには
ならないと考えられるからである。

注18)濁断的に永続して伐採収穫の行われる年度と年度との隠の一定の年数 tをここでは伐期と言うことにする。
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してそのp・fむを再投資(収穫せず、に引きつづいて投資を継続)し経営内に存続せしめるのであるが，

このことは，従来の土地期望価式的)における皆伐人工吏新の場合』こ，各伐期時点において林木売上

総額 Auから造林費Cを控除して，そのCをもって新たに再投資し経営内に存続せしめるのに相当す

るであろう (p.f1の場合は継続的な投資， Cの場合は新規の望新的投資と言うことが出来るから，

この違いは当然存在するけれども)。

即ち基礎蓄積価p.f1は保有資産によるいわゆる更新費(実際は費用ではないが)に桔当すると見

ることが出来，従っていわゆる再造林費c(実際はこれも費用ではないのだが)に相さきするとも言

えるのであるが，正確に震えばp.f1は「機会原価JVこ相当する。よって式問)はその右辺から分るよ

うに，第 1項p・3が最初の林水蓄積価であり第 2項の[ )の中は地価(土地期望価)であるから，

荷者を合わせたWは当然に森林価をあらわしていることになる。すなわち 1つの森林は林地と林木

から成り立っているのであるから，式(22)は地価と林木価とを合わせたもの即ち森林髄と呼ばれるの

が適当である。以前から「非同齢林は向齢林の特殊な場合であるから，非同齢林経営は向齢林経営

と類似するいくつかの点を持っているはずである」と雷うことが示唆されていた。

その類似点は，最初の蓄積3が与えられこれが碁礎蓄穣量f1として菌定化される場合，最も良く

見られ得るのである。即ちその場合，森林儲の極大化は本震的には土地期望価の極大住と悶じであ

る。 Duerrその他(1956)，Gaffney (1957)， Bentley and Teeguarden (1965)， Samuelson (1976) 

などによるほぽ30年間にわたった研究によって，土地期望価の極大化こそが異齢林経営においても

唯一の正しい伐期を選択するものだと言うことが，確立されたのである。従って「異齢林経営にと

っての経営目的と開齢林経営の経営毘的とは向ーである」と結論づけることが出来ょう。更に土地

期望髄モデル，森林価モデ1レ，生物的モデルの聞の関係についての同齢林経営の研究において得ら

れたすべての結楽は異齢林経営にもあてはまるものである。例えば，利子率が零の時，「森林価モデ

lレ (forestvalue model) J は「森林純収穫モデル (forestrent model) J となる。利率が零で林木

蓄穣備が無視される時，森林儲モデルは平均年生長量撞大化における「生物的モデ1レ」となる。か

くして，森林価モデ1レによる方法は最適の輪伐期と最適の基礎蓄穣 (growingstock)を決定するー

殻的な唯一の正しい方法である，と言うことになる。

次に林木蓄積の最適水準と最適輪伐期の経済的解釈を試みよう。

或異齢林の森林価或はその土地期譲価を極大化するため，基礎蓄積(斤)の最適水準や最適伐期

(t)を選択しよう。式的)を t及びf1で微分して零とおけば次式加)， (25)となる。

3野7
p-l吟ア](ert-l)-r-eγt_p(む)斤〕

'- 0(" _.J 一 一一 =0 ・・・・ H ・H ・--…---・H ・--(24)
ot 

Dí~金t.Jjj_ 1 i 
笠こ ~L3N ソ P=Q ………… .......・H ・.....…・…一……(25)
oN e --1 

方程式(24)，式仰の経済的な解釈は伺であろうか。微視的経済理論からすれば，「最適の投入レベルは，

臨界収益 (marginalrevenue product)が限界費用 (marginalinput cost)に等しい時に達せられ
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る」と言うことを想起する必要がある。先ず式(却を書き換え式(24)成立の条件をみると次の通りであ

る。

P-[今t.NlJ(eTt-1) -r'eγt. p.( Q(t，N) -N) = 0 

P{今アJ=兵tpah-F〕 -・・(26)

式(26)の左辺 p.r並凶よいま， 1年後に得られる限界収益一慨を 1年延ばすことによって得らl at j ._， - ，-_. '" _.~; 

れる収益ーを表わしており，その右辺手ιrp・〔吾州一斤〕 は伐期を 1年延ばすことによっ

て必要となる限界費用を表わしているが，このことはこの右辺を次のように変形することによって

一層明らかとなる。

主τp.(吾川)-N)

(e円 -1+1)
- e付 -1.p・((i(t，N) -N) 

P.( Q(t.fh-1す〕
ヱ r'P・〔吾仏舟)-JV〕+r efi-11 -

i'l I __ r p.(Q(t.N)-N'eTt) i 
= r. p. Q(t.N)十 r1 γ }……...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.....・ H ・-・(27)

い )"l eTt-1 I 

式(幻)の右辺の第 1項 r'P'Q(t，N)は蓄積価p.Q(t，N)を保持するための機会原備と苦うことが出来る。

第 2項をみると{ }の中は土地期望備であり，これに rが乗じであるから，従ってそれはこのよ

うな土地を保持するための機会原価と言うことが出来る。最適の伐期において，伐期を 1年延ばす

ことによって得られる余分の収益が，土地と林木を 1年間保持する費用に等しくなるはずである。

しかし，その場合，収穫はどれだけ行えばよいのであろうか。

式(却は次のように醤き換えることが出来る。即ち，

_. . 
p.1 U皇制L-11= P'(e円一1)

l aN 

P{ a~(;:) ] = P'eTt .....................................................................(28) 
aN 

i aQ(t.Nl i 
式(28)の左辺 P'Iニ立i以上 iは林分にもう 1単位の蓄積を残すことによる限界収益，部ち今林分にも

l aN j 

う1単位の蓄穣を残すことによって t年後に森林所有者が得ることの出来る余分の収益である。式

舗の右辺はそうすることによる限界費用部ち，r%で t年開，林分に蓄積として追加的に残される

最後の 1単位のコストを表わしている。現在の林分に蓄積として追加的に 1単位を残すことによっ

て，t年後に得られる余分の収益がその単位の複朝合計額よりも大きい場合は，その 1単位は林分
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その逆の場合は収穫されるべきものである。に残されるべきであり，

以上の説明は主として Chang氏の展開せるところに従ったものであり，極めて示唆に富むもので

あると考えられる。

このような Chang氏の展開によって，いわゆる森林純収益(説)式と土地純収益(説)式との統

合式を見出すことが出来る。

その場合，対象となる森林が皆伐一斉林(向齢林)裂であろうと，択伐林(異齢林)型であろう

とすべての作業型にかかわりなしいずれにもまさに共通するところの一般式を得ることが出来る。

すなわち，今Chang氏の展開式における記号を，主として従来から使用されなじみになっている記

号に変えて簡易化してp・5=5，P・t:2(的 =Q，P・N=N，rニ 0.0ρ とし，そして皆伐作業の場

合は当然であるが，択伐作業の場合であっても，あらゆる場合に，多かれ少なかれ造林保育費(C)

この点を考E撃し又間伐収益も考慮』こ入れてみると，式(22)は次のような一般を要するのであるから，

式になる。

w=s十riQ-N)屯 Di1.0pt-i-N(1.0pt-1) -C辺L-_!!-l
L 1.0pt-1 O.OpJ 

-・・・・・・・・(29)

これは言うまでもなく，現存薬齢林を前提(始発点)とする式であるが，実はこの式がすべての場

合の統一的な一般式そのものと言うべきものである。何故なら，たとえば先ず皆伐薗後(裸地)

始発点、とし人工造林によって一斉林を仕立てる場合をこの式慨によって見ると，

t = uであるから，間伐収入を省略すれば式的)は次式側となる。

を

5=0であり，又

N=O， 

FV == Q-Cl.Opu 一一旦一二 R ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(30)
1.0pU-1 O.Op ""'U 

これは，いわゆる土地期望儲(説)の式に地ならない。なお，皆伐一斉(向齢)林作業を前提とす

るものであっても最初たとえば広葉揖林(もしくは雑木林)を林地と共に購入し，それを皆伐して

ヒノキなどに林種転換する場合も多いが，この場合はSヰ Oであり，式(30)は式ωとなる。

v
 

ω「一C
一ip

二
β

十s
 

w
 

スギ，

-・・・・・(31)

もしくは現存異齢

また

文，現存異齢林の蓄積価 (5)をそのまま最適の慕礎蓄積価 (N) とする場合，

林の蓄穣価 (5)とその慕礎蓄積価 (N) との差即ち過剰蓄積価を収護した直後に，すなわちNを

始発とし伐期 t年後に択伐的に収益をあげる場合，即ち定期択伐作業の場合は5=Nであり，

この場合，造林保育費は一般に慢少に止るとして…応無視し得， C=0として取扱われるから式的)は

-・・(32)

次のようになる。

W=N十rQNl.Opt-J-1
- H I L 1.0pt-1 O.op J 

..........・・・・・・(33)w…企ニ庄一一一ι-
- 1.0pt-1 O.Op 又は

式倒は森林備を立木価と地価とに分離して把握し得る式であり，式慨は分離しないで一括して森林
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舗を求める式となる。

ここで輪伐期を 1年，即ち t= 1とし，全林菌択伐裂をとるなど，連年収入が可能な作業型をと

るとすれば，式闘は次のようになる。

W 二 Q-N-v ..(34) 
O.Op 

これは異齢林(天然更新)裂の場合の森林純収益(説)式である。

もし法正林(一般に針葉樹の人工林をベースとしている)の場合であれば，基礎蓄積価 (N) に

相当するのはいわゆる法正蓄積舗であり，この場合は造林保育費 (C)が必要となるので式仰は次

式となる。

w=iQ-N)-Cて_!z_....・H ・...…....・H ・.......・H ・....・ H ・.....…..，・H ・....・H ・...・H ・.(35)
O.Op 

)内はー殻に Auで表わされているから，式闘はー殻に森林純収益の式として知られる次式(36)と

なる。

W=A弘二豆二1 ・…-…・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(36)
O.Op 

このように克て来れば，式(29)がすべての場合を包括するまさに一般式であることが明らかであろ

う。そしてこの一般式を構成している原理はまさに従来のいわゆる土地期望価式の論理に地ならな

いことは式側から明らかである。

3. 比較方式による森林評価

近穿類似の森林の取引事例儲額から基準価格を見出し，それから評価対象の森林の評錨額を導こ

うとするものである。

4. 折衷方式による森林評悟

取引事例の森林価を W'u，その取引価額を W'，評髄対象の森林錨を Wuとすれば，評価額Wは次

式(却のようになる。

W 二 W'x長 (37)

VI 結 百

以上において展開した評価論の基本構造をまとめてみると，凡そ次のようになるであろう。

(1) 評値目的について

「林地J，i林木J，iその両者の合体したものとしての森林」などの評価自的は割次的なもの

めれば種々有り得るが，その内最も中心的で立つ重要な目的は，その市場経済における

換価値に可及的にアプローチする評価額(正常備額)を得ることであり，この点、を明らかにし

かかる評価民的を達成するための諸方法について系統的論理的な枠組を組立てることが重要であ
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り，本稿はその一つの試論に地ならない。

( 2 ) 評価方式について

従来，評価の基本方式として「頭価方式J，i収益方式J，i比較方式J の3方式が挙げられ，その

他に，これら方式のうち 2方式を組合わせる方式が附随的に記されて来たが，この「折衷方式J と

も言うべき第 4の方式の存在意義ないし位置付けを明らかにし，従来の 3方式に加えて 4方式とす

べきことを明らかにした。

そして 4方式とも便宜上はともかく本質的には将来収益に関連するものであって，その関連の仕

方に誼接的なものと間接的なものなど，程度に差はあっても，そこには順位ないし優劣を基本的に

大きく認めることは出来ず，少なくとも並列的なものとせざるを得ないことをみた。

その理由は，評価方式は評価対象や評価自的の違いによってその適用の優劣が異なって来ること

と，更に将来収益の額は勿論，その割引率としての林業利率などにしても，伺れも将来に係わるも

のであり，従って本質的には予想、ないし推測されなければならないものであって，予想ないし推測

と言うことはどのような方法によるものであれ確定的なものではなく不確定要因を排除し切れない

ものと認識するところにある。

このようにみて来れば，「折衷方式Jは単なる附髄的で便宜的な方式として位置付けられるべきも

のでなく，将来は更に進んで，むしろより重要な方式としてさえ位讃づけられる可能性を持つもの

と考えられる。と言うのは折衷方式なるものは，伺れかの 2つの方式を折衷する方式であるが，そ

の折表される方式は程度に差はあっても何れも将来収益に関連するものであるから，この点では l

つの方式によるよりもより大きく将来収益に関連づけられると苦う意味で，評価上の重要性をより

多く持ち得るとさえ考えられるからである。

( 3 ) 折衷方式について

林地評価の折衷方式の 1つとして「混合地価法」なる方法を新たに加えた。又林木評価の折衷方

式として著者がかつて挙げた 2つの方法，即ち，iBu代入法」と「造林幸IJ回法Jとの関係については，

かつては単なる説明にiとっていたが本稿では数式的にこれをより明らかにし，後者は前者の特殊な

場合に相当することを明確にした。

その他林地評価法としての林業利回法など従来示されていた方法も，その基本的性格を吟味する

ことによって，折衷方式に属する方法であることをより明らかにし，この方式として明瞭に分類し

たのである。

なお，折衷方式として本稿で新たに加えたのは 1個に止っているが，より有効な折衷方式出現の

将来における可能性としては，期待すべきものがあると雷えよう。それも単に 2方式のみの折衷に

止らず，すべての方式を折衷する総合的と言う意味での折衷方式が期待されよう。

( 4 ) 樹木費の見穣りについて一寸豊林補助金の取扱い一一

林木の評価においては句読，林地の評価においても，そして評価の理論上からはもちろん評髄の

実際よからも極めて大きい影響を持つところの造林費を如何に見穫るべきかと言う問題があるが，

従来は造林費と言えば「造林補助金」を含む，造林実施上必要なすべての造林費の総額として来た

と見られる。そしてまた，その造林費総額が今日立木売上収益と比らべ相対的に高額となり従来の
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諮評価方法は実際上もはや有効でなくなったとする見方が一般的であると見られる。しかしこれは

市場倍額としての評価額を目的とする場合，明らかに間違いであり，造林補助金相当額はこれを造

林費総額より控除しなければならないし，そしてもしそれを謹除した造林費とするなど造林費を適

正に見積る場合は，従来からの諸評価方法の有効性は少くとも以前とそれ種変らないものとなるは

ずである。

このことについては著者は以前指摘したことがあるが，本構においては特にこれを明らかにして

繰り返えし強謂した。

造林補助金と言うものは経済的にみて真に合理的に助成されているかと言うと現実はそうでない

かも知れない。しかし仮にそうでなくとも，現実の市場備は実際に行われている補助金に対応して

いると言える。例えば水源、酒養林に指定されている林地で造林を行う場合は造林捕助金は多く助成

されており，そのためにその地価はそれに見合うだけ実際高くなっている。従って例えば未成林木

の市場舗を評価する場合は現実の造林補助金に対応、したものとして評価しなければならないわけで

ある。
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記号一 覧 表

A....…....・H ・立*の売上高(評綴額) 日・…....・H ・...丸太売上単価(ぱ当り)

a ....・ H ・......立木の高よ単価(ぱ当り) f.…・・・・…・・利用率

Am …....・H ・.m年生立木の売上高 G……ー……造林補助金ないし向指

当額の前{滋合計額

Au .…...・H ・伐期における立木の売上 G10 …………造林補助金ないし同相

高 当額の 10年生までの

元利合計額

B.…....・H ・-林地売買価(評価額) Hem ……..…林水期主義価

ぽ …・・H ・H ・-林地売異事例基準価格 HKm・・ H ・H ・....林木費用{防

Bu ・・ H ・H ・-…林地期望価(評価額) K…H ・H ・...…伐採・搬出・遂搬焚等

事業費

Bu' .…....・H ・売資率例地の林地期望価 k .......・H ・....丸太生ill1l:葬祭愛挙備(ぱ当り)

C.…....・H ・-造林努(造林補助金相当 ko・……・…初年度当初時点の植林資

額控除後)の前備会計額

Co・…...・H ・.CO，......_..CIOの後価合計額

Co ....一………初年度初めの緩林費

C l"""'_"C 10 ……各年度末の造林資

C.…・………造林資(補助金を含む)の

前儀会計額

eoe1'""""-'elO・.....補助金を含むeoel'""""-'elO
C10 ・……・…・補助金を含むC10

Dn ....・ H ・-…a年生における間伐収入

札 …...・H ・..i年生における間伐収入

E………・…丸太売上高

k l~ k 10 ・ー各年度末の造林授・管

理費・地代の合計額

L.…....・H ・...:1-也利級指数

t…………・・資本回収期限

M...........・・・・地佼級指数

N・・ H ・H ・..…一基礎答穏価(伐採価)

N..・-一……基礎蓄積翠;

p.…....・H ・...笑質的林業利率

p ....・ H ・.......立木単価

Q…・……・・…基礎蓄積価と成長価の

合計金額

G・・ H ・H ・-…基礎議綴翠;と成長翠の

合計材積

r…・...・H ・....名図的林業利率又は伐

出事業における月利率

(名目的)

S….....・H ・-日現存林水の蓄積餓(伐

採価)

S…・…・…一現存林木の材綴盛

S .…………林業関連の平均年勝愛

率(下落率)

SA・H ・..……一立木の年騰資率(下落率)

Sc.・・…・・・・・・・・・造林資の年総資率(下落率)

SD ……………間伐収入の年務資率{下落率)

Sv...........・・・・管耳ntの年隊資率(下落率)

u・…....・H ・-伐期

U…・…・……年々の管理費

V……...・H ・..管理費資本(0.0戸による)

Wu，Wn …・・・森林価

Wu'…...・H ・..売霊童纂伊ll:!:也の森林価

w ・・ H ・H ・....森林予定震価

W'…………森林売妥翠僚の基準価格

X……………林業利回もしくは造林利回


